
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

共通の課題について、市民の皆さんの「自由な発想」に基づき、

協働事業の実施を市に対して提案できる制度です。 

市が地域課題として掲げる「テーマ」に基づき、協働事業の実

施を市に対して提案できる制度です。 

市民の皆さんや、市内で活動している様々な団体、企業や市役所な

ど、異なる立場の人たちが、それぞれの得意なことを生かし、協力

して地域の様々な問題を解決することをいいます。 

２つの方法 

詳しくは裏面へ 

府中市では、「みんなで創る 笑顔あふれる 住みよいまち」の実現に向けて、市民と

市との協働によるまちづくりを進めています。 

地域課題や社会的な課題の解決に向けて、みなさんのアイディアやノウハウを生かし、

市と協働で事業を実施しませんか？たくさんの提案をお待ちしています！ 

市民提案型協働事業 

行政提案型協働事業 

協働
きょうどう

とは？ 
（府中市市民協働の推進に関する基本方針概要版より） 

ご活用ください！ 

市職員が講師となり、市民協
働についてご説明いたします。
詳しくは市 HPをご覧ください。 

提案できる 

平成 29年度行政提案型協働事業 

「協働啓発動画」キャラクター 

府中市 出前講座 



 

 

             

                    

 

             

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                    

 

 

 

 

【お問い合わせ】 

府中市協働推進課協働推進係 

電話:042-335-4414/FAX:042-365-3595  

e-mail：siminkyodo01@city.fuchu.tokyo.jp 

市民活動センター プラッツ 

電話:042-319-9703/FAX:042-319-9714 

e-mail：info@fuchu-platz.jp 

 

～事業の流れ～ 

 

※時期は前後する場合があります。 

次の要件をすべて満たす団体が対象となります。 

・５人以上の構成員で構成されている。 

・市内に活動拠点を持っている。 

※行政提案型協働事業は、市内に活動拠点を持つ団体又は

市内で活動している団体。 

・定款や会則など、組織の運営に関する基本的事項を定めて

いる。 

・適切な会計処理が行われている又は行われる見込みがある。 

・政治活動又は宗教活動を目的としていないこと。 

など。 

●「市民提案型協働事業」の特徴 
「補助対象経費の合計額の２分の１に相当する額で、上限

５０万円の補助金」を、協働推進課が交付します。 

●「行政提案型協働事業」の特徴 
「実施する事業に直接要する必要不可欠な経費」を計上し

ます。 

地域課題や社会的な課題の解決に向けて、役割分担に基づ

いて市と協働で実施する事業で、具体的な効果が期待でき

る事業。※原則、単年度で完了するもの。 

事業を進めるに当たっては、定期的に情報や意見を交

換しながら、「協働の原則」に基づき進めます。 

まずはお気軽にお問い合わせください！ 

提案募集開始

（７月２１日）

事前相談

※必須

担当課との調整、

提案書等の再提出

（８月下旬～９月上旬頃）

選考会・公開プレゼン

テーション

（１０月２日）

事業採択

※翌年度の予算可決後に

正式に実施が決定します。

翌年度の

予算確定

（３月頃）

実施に向けた

担当課との打合せ

（翌年度）

事業実施

実績報告

報告会

（翌々年度）

提出書類をお持ちの上、市民活動センターまでご提出くだ

さい。なお、募集要領と提出書類は、募集開始後、市民活

動センター、協働推進課窓口、市ホームページ等から入手

できます。 

 応募資格 

 対象事業 

 特 徴 

 進め方 

 提案方法 

目的共有 対  等 相互理解 

情報公開 評  価 
自主性尊重 

自立化 

 
 
 
 【Facebook】 

府中市協働推進課 @kyodofuchutokyo 

https://www.facebook.com/kyodofuchutokyo/ 

【twitter】 

府中市協働推進課 @kyodo_fuchu 

https://twitter.com/kyodo_fuchu 

mailto:siminkyodo01@city.fuchu.tokyo.jp

